
SA協議会
関東スキルアップミーティング

機械安全関係法令と
機械メーカーからユーザーへの

「機械の使用上の情報」提供について
ー 機械安全に対するメーカーの取り組み ー

2013.08.30
コマツ産機㈱
畑 幸男

説明内容
1. 機械に関する危険性等の通知:メーカとしての必要要件
2. 日本の機械安全取組み法令のあゆみ
3. メーカ・業界としての機械安全の取組み事例
4. 機械安全のためのサーフティアセッサの役割(まとめ)

機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知
促進に関する指針(機械に関する危険性等の通知)

第三条 機械譲渡者等が自ら機械に関する危険性等の
通知に係る次項の文書の作成を行う場合においては、

次に掲げる事項について十分な知識を有する者に当該文
書を作成させるものとする。

一．機械に関する危険性等の調査の手法
（リスクアセスメント熟知)

二．前号の調査の結果に基づく機械による労働災害を防
止するための措置の方法
(機械安全の国際規格による方策の熟知）

三．機械に適用される法令等
(労働安全の機械安全関係法令熟知）



日本の機械安全取組み法令のあゆみ

年代 法、主要規格 概要

1998 第９次災害防止計画
機械設備に適用される包括的な安全基準の整備。
機械設備のﾌｪｰﾙｾｰﾌ化、ﾌｰﾙﾌﾟﾙｰﾌ化の推進。

2001
機械の包括的な安全基準の指針
(ISO414121-1/JISTR008/JISTR009を参考)
（厚生労働省管轄部署への通達)

機械設備へのISO12100によるリスク低減の考え方の適用の促進を
厚生労働省管轄部署への通達として指示。
⇒第９次災害防止計画の目的を一応達成。

2003 第１０次災害防止計画
「機械の包括的な安全基準」の実効性の確保。
機械の安全化の基本となる基準・規格の性能規定化、
並びに個別機械の基準・規格の国際整合化及び民間規格の活用促進。

労働安全衛生法改正（28条の2）
危険性又は有害性等の調査等（リスクアセスメント）の実施を
事業者への努力義務化（製造者に規定していない)

危険性又は有害性等の調査等に関する指針
（災害防止協会宛と業界団体）宛に指示。

2007
機械の包括的安全基準の指針の改正
（災害防止協会宛と業界団体）宛に指示。

設備へのISO12100によるリスク低減の考え方の適用
(製造者、使用者双方)の促進を厚生労働省管轄部署（災害防止協会）と各業界団体に通達。⇒
第１０次災害防止計画の目的を一応達成。

2008 第１１次災害防止計画
リスクアセスメント適用の普及による災害低減促進。
機械の譲渡時における「危険性又は有害性等の調査等」の結果を含む
使用上の情報の提供を促進。

労働安全衛規則改正：２４条の１３第２項
機械に関する危険性等の通知
⇒機械譲渡者等（機械を譲渡し、又は貸与する者)の努力義務化

機械譲渡者等が行う機械に関する
危険性等の通知の促進に関する指針

目的:機械譲渡者の機械に関する危険性等の通知を促進することにより，
機械使用者のリスクアセスメントの促進を図る。（残留リスクマップと残留リスク一覧)
⇒第１１次災害防止計画の目的を一応達成。

2013 第１２次災害防止計画 国際規格による災害低減と人材育成の促進

災害防止計画の歴史と日本の機械安全に関する法的対応の歴史

2006

2012

主要な（機械安全の）関係法

機械使用事業者のリスクア
セスメント促進のためには
不可欠との観点から本指針
が示された

2007年改正で機械使用事業者に
ISO1200ベースのリスクアセスメント

リスク低減が努力義務化



日本の機械安全の関連法令・指針のまとめ

( )

STEP1:本質的安全設計方策

STEP2:安全防護と付加の保護方策

STEP3:使用上の情報(残留リスク)

( )

( )

1.意図した使われ方、誤使用の洗い出し

2.機械の使用上の制限(限界、寿命)の決定

3.機械の危険な場所(危険源)の洗い出し

4.危険状況頻度、回避性による発生確率、　　

災害状況での危害レベルの見積り

5.危害レベル、発生確率によるリスク評価

[機械製造者からの適切な使用上の情報]＋

[使用者での使用状況]に合わせた

リスクアセスメントの実施とその結果に基づく
適切な保護方策と各作業者への使用上の情報

(作業標準、教育、監督、保護具の使用、寿命

部品の適切な保守、交換等)                                    

による機械の安全な使用の維持。

RISK

設計者による

保護方策実施後

の残留リスク

使用者による

全ての保護方策

実施後の残留リスク

使用段階で

新たに分かった

安全上の情報

保護方策による

リスク低減プロセス

保護
方策
の妥

当性 OK

NG

使用者

による

リスク

低減

機械製造者と使用者間での機械安全と安全情報の流れ

メーカ、ユーザ
双方の有識者
による合意要

2007年～
機械使用事業者も

ISO12100ベース



機械の受注

1.設計者での

リスクアセスメント

2.設計承認者

の確認

3.部内セーフティ

アセッサ承認

4.安全分科会

チーフ承認

5.検査

実機妥当性

確認

機械の出荷

機械の据付け

使用上の情報の機械使用者

への説明と確認保管

機械の引き渡し

承認

承認

承認

承認

否認

否認

否認

否認

機械メーカの機械安全推進体制の事例

必要機械安全規格の社内標準化と機械への適用の推進

機械安全を推進できる人材の育成が重要

改正労働安全衛生規則第24条の１３
「機械に関する危険情報の通知」努力義務
鍛圧機械・業界プロジェクト（普及)事例

機械が簡単に

見渡せるか

使用上の情報の

提供の検討開始

Y:小型・中型機械

機械全体の残留リスクマップ

と 残留リスク一覧

機械の残留リスク一覧と
一覧内への残留リスク特定

のための写真又は図

N:大型・中型機械

1. ①法令解説・②リスクアセスメント・③機械に関する危険情報の通知提供
の日本鍛圧機械工業会テキスト作成（ISO12100・ISO/TR14121‐2ベース）

2. 「機械に関する危険情報の通知」の勉強会（技術委員会)による普及

日本鍛圧機械工業会：ホームページ
http://www.j‐fma.or.jp/7joh/data/kikaikikenjyouhou_tuushi_yarikata.pdf



ISO12100・ISO/TR14121-2・ISO13849-1を基にしたリスクアセスメント・リスク低減シート事例
（危険源同定・リスク査定・保護方策・残留リスク)

厚生労働省リーフレットを参考にした機械の残留リスク情報等の提供事例
（ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/120521.pdf )



大型機械での機械使用者
への危険情報提供の事例

機械が簡単に

見渡せるか

使用上の情報の

提供の検討開始

Y:小型・中型機械

機械全体の残留リスクマップ

と 残留リスク一覧

機械の残留リスク一覧と
一覧内への残留リスク特定

のための写真又は図

N:大型・中型機械大型機械では，
細部の危険源指示を目的に
写真・図により危険源区域を指定

機械災害防止に向けた課題と
機械に関する危険情報の通知のための

セーフティアッセサの必要性

① 機械安全仕様決め・機械の危険情報の通知時
のメーカ、ユーザ双方の適切な合意のための
人材の拡充
(機械安全を共通認識で話のできる有識者)

② リスクアセスメント技能者の人材の拡充

③ 機械安全の妥当性を判断できる人材の拡充

④ ①⇒②⇒③の各レベルでの教育、資格制度等
による安定的な機械安全技能者レベル確保


